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要旨

　児童発達支援センターは、今後の地域療育の中核機関として機能することが期待されている。本研

究の目的は、児童発達支援センターの現状を把握することと、センターが共通して抱える課題や役割、

今後の方向性等について質的に検討することである。この目的を達成するために、全国の児童発達支

援センターの関係者16名に対するインタビュー調査を行い、主要な語りの共通性を抽出すると共に、

最終的に抽出された内容について概念図として集約した。その結果、35の焦点的コードと15の（概念

的）カテゴリー及び、 4 つの上位カテゴリー（①継続的な療育を通した支援、②母親を中心とする家

族支援の充実、③子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進、④地域で求められるセンターの

役割と方向性）が生成された。各上位カテゴリーについて質的に検討した結果、①支援者、関係者は

ソーシャルワーク的な視点を持って、障害のある子どもや家族を支えていくことの必要性、②多様な

ニーズを抱える保護者に対する早期からの相談支援システムの構築の必要性、③広域圏の児童発達支

援センター同士のネットワークの構築の必要性などが示唆された。

　今後は、こうした結果を、さらに吟味していくと共に、行政が関与する地域の組織に反映させてい

くことが必要と考えられた。

キーワード：児童発達支援センター、障害乳幼児、発達支援、家族支援、質的調査

質的調査を通した今後の児童発達支援センターの 
役割と方向性

Assessing the future of the Child Development Support Center Through a Qualitative Survey

是　枝　喜代治＊

KOREEDA Kiyoji

＊東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科　Toyo Univ. Faculty of Human Life Design
 連絡先：〒115-8650　東京都北区赤羽台1-7-11



330

ライフデザイン学研究　第17号　（2021）

Ⅰ．はじめに

　近年、障害者基本法の改正（2011年、厚生労働省）により、法的根拠に基づく「療育」が新設され、

地域療育がより重要な内容として位置づけられた。また、児童福祉法の改正（厚生労働省、2012）で

は、それまでの障害児施設の再編が行われ、障害種別の通園施設が児童発達支援センターの福祉型と

医療型に移行すると共に、「保育所等訪問支援事業」「障害児相談支援事業」等の事業が新たに創設さ

れる形になった。さらに、発達障害者支援法の改正（厚生労働省、2016）では、幼稚園や保育所等に

在園する障害のある子どもに対して「個別の教育（保育）支援計画」を作成することや、その家族を

含めた支援を充実させていくことなどが明記されることになった。

　現在、発達の早期の段階で明らかな障害が認定される子ども達は、「児童発達支援センター（旧：

通園施設）」や「児童発達支援事業（旧：児童デイサービス事業）」などを活用しながら、個々人のニー

ズに応じた支援を受けている状況にある。児童発達支援センターは2020年の時点で全国に699ヶ所設

置されており、「地域の障害のある児童を通所させ、日常生活における基本的動作の指導、自活に必

要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設」と規定されている。また、

センターを含め、地域療育の主たる事業である「児童発達支援事業」の認定を受けている事業所は、

7,635ヶ所となっている（厚生労働省、2020）。この数値は、2015年の段階（3,258ヶ所）と比較すると

（厚生労働省、2015）、過去 5 年間で約2.3倍と漸増傾向にある。

　厚生労働省は、2020年度末までに人口10万人規模に 1 つ以上、児童発達支援センターを設置するこ

とを数値目標として掲げていたが、地域差も大きく、この目標を充たしている自治体は現状限られて

いる。また、圏内でセンターが 1 ヶ所も設置されていない地域や、巡回による相談支援体制が未だ十

分確立されていない地域も存在する。

　他方、明らかな障害の認定は受けていないものの、言語発達の遅れや集団活動への参加に課題を示

す、いわゆる「発達が気になる子ども」に関しては、幼稚園や保育所等で通常の教育や保育を受けて

いたり、受給者証の取得により、児童発達支援センター等を併用したりするケースも少なくない（植

田・米本、2016）。児童発達支援センターの経営主体は、県や市が直接運営する公営の機関や、社会

福祉法人、NPO法人、株式会社等が運営する民営の機関など様々ではあるが、今後の地域療育の中

核機関としての役割を担うことが期待されている。他方、センターの運用には営利的な要素も含まれ

るため（近藤、2011）、専門性のある職員の確保を含め、経営面での課題も大きく、各センターは多

様な課題を抱えながらも、それぞれ自助努力を重ね、地域療育の発展に寄与している現況にあると考

えられる。

　本研究の目的は、今後の地域療育の中核機関としての役割が期待されている児童発達支援センター

の関係者に対するインタビュー調査を行い、児童発達支援センターの現状を把握すると共に、各セン

ターが共通して抱える課題や役割、センターが目指すべき今後の方向性等について質的に検討するこ

とである。
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Ⅱ．方法

1 ．調査対象

　全国の児童発達支援センターに対して実施した質問紙調査（2020年 1 月に実施、497機関中、154機

関からの有効回答あり（回収率：30.9％））を通して、二次的なインタビュー調査への協力が得られ

た児童発達支援センター57機関の中から、センターの種別や経営主体、地域性などを鑑み、最終的に

16機関へのインタビュー調査を実施した。協力者が所属するセンターの経営主体は、社会福祉法人が

11件、公営が 3 件（区、県、市立が各 1 件）、学校法人が 1 件、NPO法人が 1 件であった。表 1 には、

インタビュー調査の協力者（事例）一覧を示した。なお、調査協力者の経験年数は児童発達支援セン

ターでの業務を含め、障害児者の支援に携わった経験年数を示した。

2 ．調査手続き

　調査期間は、2020年 7 月21日～2021年 1 月 5 日までである。まず、インタビュー調査への協力の申

し出があった児童発達支援センター（57機関）に文書を郵送し、再度、インタビュー調査への協力が

可能かどうか郵送による回答を求めた。その後、調査協力の回答が得られたセンターの担当者と電話

又はメール等で日程を調整し、対面又は電話、オンライン等を用いたインタビュー調査を実施した。

インタビューの内容は調査協力者の許可を得てICレコーダーに録音し、逐語録としてまとめた。調

査時間は 1 回につき平均64分（範囲：49分～108分）で、対面での調査に際しては、施設側にプライ

バシーが守られる環境（相談室、会議室等）を確保してもらうよう依頼した。

3 ．調査内容

　インタビューは半構造化面接とし、あらかじめ郵送したインタビューガイドに沿って、調査協力者

から自由に意見や考えを述べてもらった。インタビューガイドは児童発達支援センターの実施事業な

どの基礎的な内容と共に、児童発達支援ガイドライン（厚生労働省、2017）に示される内容などを加

表 1 　インタビュー調査の協力者一覧
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味し、センターの抱える課題や役割、今後、目指すべき方向性などについて聞き取りを行った。

4 ．分析方法

　分析方法は、佐藤（2008）の「質的データ分析法」を採用した。この方法を用いた理由は、調査協

力者の語りの意味を何度も元の文脈に立ち返りながら検討するため、協力者の意見や考えを含む語り

を、客観的な解釈を踏まえながら示すことができると考えたためである。具体的には、①記述データ

を通して本研究に関係する文章を意味内容ごとに抽出し（セグメント化）、②調査協力者の視点でそ

の語りを理解するのに役立つ言葉を「定性的コード」として小見出しを付けた（オープン・コーディ

ング）。次に、③それらを更に抽象度の高い言葉である「焦点的コード」に集約する（焦点的コーディ

ング）ため、カードを用いてコード同士の関係を整理した。そして、文章全体の文脈に立ち返りなが

ら、④「焦点的コード」から「カテゴリー」を生成し、⑤事例（協力者）を縦軸、コードを横軸にし

た「事例－コード・マトリックス」を作成した。最後に、⑥全体を通して各コード間の比較、記述デー

タとコードとの比較、記述データ同士の比較、事例間の比較を繰り返した。

　本調査では、上記①～⑥の手続きを丁寧に繰り返すことで、データ解釈の厳密性と妥当性の確保に

努めた。また、作成した「事例－コード・マトリックス」に基づき、カテゴリーごとに焦点的コード

と記述データを抜粋し、一覧表としてまとめた。なお、分析の客観性を担保するため、児童発達支援

センターの元園長と児童発達支援に精通する関係者各 1 名（計 2 名）と共に、コードやカテゴリーの

分類、命名等を行った。

5 ．倫理的配慮

　調査協力者に対し、本研究の目的、方法、期待される成果と研究協力に関する利益、不利益等につ

いて書面で説明し、関係者の連絡先（電話、メール等）等を明記した回答書（承諾書）を返送しても

らう形とした。また、インタビューへの回答は任意で強制されるものでないこと、結果に関しては機

関名や個人情報等が明らかにならないように匿名性を担保すること、結果等は学術的な目的以外には

使用しないことなどを書面で説明した。なお、本研究の実施にあたり、東洋大学ライフデザイン学部

研究等倫理委員会による承認を得た（承認番号：L2020-001S）。

Ⅲ．結果

　協力者の語りをセグメント（定性的コード）ごとに整理し383枚のカードを作成した。各カードを

整理、分類した結果、35の焦点的コードと15の（概念的）カテゴリーが生成された。さらに、15のカ

テゴリーを整理、分類した結果、 4 つの上位カテゴリー（①継続的な療育を通した支援、②母親を中

心とする家族支援の充実、③子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進、④地域で求められる

センターの役割と方向性）が導き出された。表 2 ～表 5 には、概念生成に至る根拠となった記述デー

タを基に、調査協力者の語りをできるだけ含め、一覧表として示した。そして、最終的に各カテゴリー

及び焦点的コードの相互関係を検討し、概念図（図 1 ）としてまとめた。本文中では、上位カテゴリー

【　】、カテゴリー［　］、焦点的コード＜　＞として示し、協力者の語りについては「斜体」で示した。
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なお、協力者の語りのポイントとして考えられた箇所に下線を記した。以下、各カテゴリー等の詳細

について見ていく。

1 ．継続的な療育を通した支援

　表 2 に示すように、【継続的な療育を通した支援】の上位カテゴリーは［子ども個々人の理解を深

める］、［協働による支援の展開］、［継続的な療育による発達促進］の 3 つのカテゴリーから生成され

た。また、各カテゴリーは 7 つの焦点的コードから成り立っている。

　［子ども個々人の理解を深める］は、＜子どもを知り、理解を深める＞、＜アセスメントの適切な

活用＞の 2 つの焦点的コードから成り、利用する児童の「発達支援」に関連する内容として位置づけ

られる。集団での療育を基本としながらも、アセスメント等を活用しながら一人ひとりの子どもの的

確な見取りを行い、個別支援計画を作成していくなど、協力者全員からほぼ共通する語りが認められ

た。

　また、「知的な検査は標準からどの程度隔たっているかを見ていく検査。保護者がそれを受け入れ
られるかどうかが大事である。（中略）結果をきちんと受け入れられるかどうかを考えなければいけ
ない。」（B）の語りにあるように、心理検査などの結果を伝える際には、保護者の心情に十分配慮し

ていく必要があることなどが語られていた。

表 2 　「継続的な療育を通した支援」のカテゴリー及び記述データの抜粋
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　［協働による支援の展開］は、＜チームで関わる＞、＜日々の療育を振り返る＞の 2 つの焦点的コー

ドから成り、職員全体で子どもや保護者の状況を共通理解し、チームで協働して支援を展開していく

ことの必要性を示している。

　［継続的な療育による発達促進］は、＜発達を促す人的・物的環境の工夫＞、＜ソーシャルワーク

的な配慮・対応＞、＜日々の療育を繰り返す＞の 3 つの焦点的コードから成り、日々の療育の繰り返

しが大切で、継続的に支援していくことが、子どもの日常生活に必要な様々なスキルの獲得につながっ

ていくことを示している。

2 ．母親を中心とする家族支援の充実

　表 3 に示すように、【母親を中心とする家族支援の充実】の上位カテゴリーは［保護者自身の考え

や自身の持つ課題］、［受容的配慮の継続と個別化した対応］、［安心できる場としての機能］の 3 つの

カテゴリーから生成された。また、各カテゴリーは10の焦点的コードから成り立っている。

　［保護者自身の考えや自身の持つ課題］は、＜障害受容の難しさ＞、＜親自身が抱える課題＞の 2

つの焦点的コードから成り、家族支援の重要性、特に乳幼児期の子どもを育てる母親の揺れ動く気持

ちを考慮して、側面的に寄り添う支援を展開していくことの重要性が示されている。

　［受容的配慮の継続と個別化した対応］は、＜気軽に相談できる、話し合える＞、＜子どもの育ち

を長期的に見ていく＞、＜活動の場面を見てもらう＞、＜頑張れとは言わない配慮＞の 4 つの焦点的

コードから成り、センター職員が保護者の気持ちを受け止め、励ましながら、実際の活動の場面を見

てもらうこと、そこで子どもの良い面をお互い確認し合いながら、長い目で見ていくことの必要性な

どが示されている。また、「こちらの児童発達支援センターは親子通園という形を取っているので、
お子さんと親御さんと一緒に通っていただくシステムになっています。実際にお子さんの様子も見て
いただいて、自分の子どもって、こんなところが苦手なんだなとか、こういうふうに関わるとうまく
行くんだなあとか、「ここはできたな」と思うところも感じてもらいながら、一緒に考えていければ
いいのかなと思うんです。」（N）の語りにあるように、親子通園を実施している複数の機関の協力者

からは、実際に子どもの活動場面を一緒に見てもらうことで、保護者と情報を共有し、支援を展開す

るきっかけになるなどの語りも見られた。

　［安心できる場としての機能］は、＜まずは親の気持ちを受け止める＞、＜親が気持ちを吐き出せ

る場として＞、＜事業所とのマッチング＞、＜子どもも親も共に安心して通える場として＞の 4 つの

焦点的コードから成り、子どもが楽しく通園し、保護者も安心して子どもを預けられる場として、セ

ンターが機能することの必要性が語られていた。

3 ．子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進

　表 4 に示すように、【子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進】の上位カテゴリーは［保

護者を側面的に支える］、［情報交換を含む密な連携］、［地域における権利擁護活動の推進］、［地域に

おける専門性を生かした連携］の 4 つのカテゴリーから生成された。また、 4 つのカテゴリーは 9 つ

の焦点的コードから成り立っている。

　［保護者を側面的に支える］は、＜訪問や付き添いによる対応＞、＜間接的な支援の展開＞の 2 つ
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表 3 　「母親を中心とする家族支援の充実」のカテゴリー及び記述データの抜粋
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表 4 　「子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進」のカテゴリー及び記述データの抜粋
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表 5 　「地域で求められるセンターの役割と方向性」のカテゴリー及び記述データの抜粋
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の焦点的コードから成り、保護者が子どもの様子を主治医に伝えにくい（的確に伝えられない）場合

など、保護者の要望に応じて医療機関を訪問するなど、関係機関に対する間接的な支援を展開してい

る状況が示された。

　［情報交換を含む密な連携］は、＜子どもに関する密な情報交換＞、＜医療機関との連携＞、＜個

別的なつながりを生かした連携＞の 3 つの焦点的コードから成り、医療機関との連携の難しさなどが

示されていた。他方、「個人的な医院などのクリニックなどの方が、フェイス・トウ・フェイスの連
携が取りやすい。前任の機関では、先生から電話をもらったりしたケースはあった。その先生は市の
母子保健に関わっていた先生であったことなども影響していると思うが。地域にクリニック的なもの
が点在している方が機能的に連携しやすいかもしれないが。」（B）の語りにあるように、身近な地域

のクリニックとの連携など、その地域に旧来から根付いている個人的なつながりを生かして医療機関

との連携を進めているという語りも複数認められた。

　［地域における権利擁護活動の推進］は、＜地域の関係機関への理解啓発の推進＞、＜障害に対す

る世間の見方を変える＞の 2 つの焦点的コードから成り、保育所等訪問支援を活用して、幼稚園、保

育所、小学校等を訪問する際、発達障害を含めた特別なニーズのある子どもへの理解が十分浸透して

いないという悩みや、反対に、地道で丁寧な機関連携を進めてきたことで、相互理解が深まっていっ

たという語りなどが示された。

　［地域における専門性を生かした連携］は、＜行政を巻き込んだ取り組み＞、＜センターの専門性

を地域支援に生かす＞の 2 つの焦点的コードから成り、行政が地域の児童発達支援を主導的に進めて

いくことの必要性や、センターの持つ専門性（相談援助的な人的資源等）を地域の児童発達支援に生

かしていくことの大切さなどが語られていた。

4 ．地域で求められるセンターの役割と方向性

　表 5 に示すように、【地域で求められるセンターの役割と方向性】の上位カテゴリーは［身近な地

域で障害のある子を支える］、［地域の児童発達を側面的に支援する］、［地域の中核機関としての役割

への期待］の 3 つのカテゴリーから生成された。また、 3 つのカテゴリーは 9 つの焦点的コードから

成り立っている。

　［身近な地域で障害のある子を支える］は、＜地域の中で子どもが育つ意義＞、＜幼児期からサポー

トする意義＞、＜丁寧な家族支援の大切さ＞、＜インクルーシブな対応の推進＞の 4 つの焦点的コー

ドから成り、幼稚園・保育所等でインクルーシブな対応を進めていくことの必要性や、「本来ならば
地域の幼稚園・保育園なりでどんな子どもも受け入れられることがインクルーシブであり、共生社会
につながるものだと思う。ただし、そこは難しいところもある。本当に障害の程度が重くて、他で過
ごすことが難しい子ども達は、センターが担っていく必要があるだろう。」（B）の語りに見られるよ

うに、インクルーシブな対応の必要性を認めながらも、子ども個々人のニーズ（障害の種類や程度、

年齢など）に応じて、センターとして継続的な療育を展開していくことの意義などが示された。

　［地域の児童発達を側面的に支援する］は、＜関係機関への間接的支援＞、＜センターの存在意義

を伝える＞の 2 つの焦点的コードから成り、児童発達支援の関係職員に対する研修会などを開催し、

地域の児童発達支援事業（療育）の水準を高めていく必要性や、センターの認知度を上げていくこと
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の大切さなどが語られていた。

　［地域の中核機関としての役割への期待］は、＜地域におけるリーダー的な役割の期待＞、＜地域

の児童発達支援の中核機関としての存在＞、＜地域に根差した新しい事業の創設＞の 3 つの焦点的

コードから成り、センター自身が、様々な形で創意工夫を重ねながら、地域の児童発達支援事業所と

のつながりを強化していくことや、行政を巻き込んだ新しい事業を創出していくことの必要性などが

語られていた。

Ⅳ．考察

　近年、児童発達支援センターの経営主体は多様化しており、地域格差も大きいことが指摘されてい

る（黒川、2013）。今回のインタビュー調査の結果からも、それぞれ異なる地域の実情を鑑みた多様

な語りが認められた。児童発達支援センターの運営に関しては、基本的に児童発達支援ガイドライン

（厚生労働省、2017）に沿って運用されているため、本稿でもガイドラインの内容と一部関連させな

がら、考察を深めていくこととする。特に、最終的に「上位カテゴリー」として生成された 4 つの内

容について、各カテゴリーやコードとの関係性等を踏まえ、それぞれ検討していく。

　図 1 は、今回のインタビュー調査の結果から生成された上位カテゴリーとカテゴリー（白抜き文字）、

さらに焦点的コード（四角で囲んだ文字）との関係を概念図としてまとめたものである（図中の矢印

図 1 　今後の児童発達支援センターの役割と方向性
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は、各カテゴリーと焦点的コード間、及び各焦点的コード間の関係性を示す）。

1 ．日々の療育を通した発達支援の展開

　【継続的な療育を通した支援】の上位カテゴリーは、子どもの発達支援全般に関わる内容である。

図 1 の左側上部に示すように、利用する児童に対して、まずは一人ひとりの子どもの実態を的確に把

握し［子ども個々人の理解を深める］、複数の職員で子どもに関する情報共有を深めながら、チーム

で関わり［協働による支援の展開］、日々の療育を繰り返し行うことを通して、子どもの発達が促さ

れていくこと［継続的な療育による発達促進］を示している（図中の矢印の関係性を参照）。

　この上位カテゴリーでは、表 2 に示すように、個別支援計画の作成に際して、子どもの実態に合わ

せて柔軟に対応しているという語り「職員の心構えとして、子ども一人一人との信頼関係を築くこと
を重視している。子どもをよく見る、子どもが何が好きで、興味を示しているかを考える」（A）や、

限られた時間の中で、職員で共通理解を図っているという語り「個別支援計画を立てるときに関係職
員で集まって行うとか、毎日の活動計画に関して、児発管と相談したり、ミ―ティングを行い、子ど
も達の発達を一人一人見るようにしている。」（H）が認められた。同様に、「毎日、園に来て繰り返
しの活動（ルーティン）を行うことで、身に付いていく。環境の理解ができることで自分がいま何を
すべきかが分かってくる。少し活動の内容の違いが分かっていく（認知の発達など）、時間の感覚が
理解できていく（時間の感覚がだいたいこんな感じというイメージ）。同じことのくり返しでプログ
ラムの理解ができて安心感につながる。」（B）など、日々の療育を繰り返すことの重要性が語られて

いた。

　近年、児童発達支援センターの利用児童の傾向として、年齢が上がるに連れて、発達障害などの比

較的軽度な障害のある子ども達は、幼稚園や保育所等との併行通園を希望する傾向にある（公益財団

法人日本知的障害福祉協会、2019）。センターによっては、親子通園を基本としている機関もあり、

担当する職員と保護者が一緒に子どもと関わることで、わが子に対する保護者の理解や障害受容が深

まっていくケースも少なくない。

　各センターが、その地域で開設されてきた経緯や、地域の状況（例えば、圏域に複数のセンターが

あり、Aセンターは毎日通園児が中心で、Bセンターは併行通園児が多いなどの棲み分けをしている

など）は異なるが、「心掛けていることですが、絶対に無理強いをしないように、子ども達の気持ち
に寄り添うように、そして子ども達が主体的に行動できるように、「待つ」っていう感じですかね。
そこのところがすごく根気のいるところなんですけれど。」（L）の語りにあるように、子どもの気持

ちに寄り添いながら日々の療育を丁寧に展開していくことが、発達支援の領域においては最も重要な

指針と考えられた。

　他方、「 2 対 1 で行っている対応は、法人内で調整している。金銭的に補助が出るわけではない。
経営的には赤字の状況である。（中略）人件費で、園は赤字が続いている。今はなんとか黒字に転換
しているが．．．．かなり余裕のない黒字である。」（D）の語りにあるように、子どもが日々安全に、

楽しみながら、適切な療育を受けられる支援体制を維持するためには、専門性のある職員の増員や財

政的な援助が不可欠であるとする意見が、多くの協力者の語りから認められている。

　児童発達支援事業の職員定数は、基本的に児童 4 名に対して職員 1 名となっている。指導員加配加
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算などはあるものの、多様なニーズのある子どもたちに対して適切な療育を行っていくには、例えば、

多機能型の法人であれば、法人内の関連機関と人数を調整しながら、対応できる人員を日々調整して

いる状況にある。経営主体（公営、社会福祉法人等）やセンターの種別（福祉型／医療型・単独型／

多機能型）による相違なども影響してくるが、地域における「発達支援」をより充実させていくため

にも、財政的な援助を含めた職員体制の充実は看過できない課題と考えられた。

2 ．保護者を側面的に支える家族支援の展開

　【母親を中心とする家族支援の充実】の上位カテゴリーは、家族支援に関わる内容であり、図 1 の

左側下部に示すように、子どもの“発達支援”や“関係機関との連携”との関わりが深い。特に近年、児

童発達支援事業所では、発達障害が考えられる子どもの漸増傾向が指摘されており（佐山他、2016）、

保護者自身が情緒面の課題を抱えるケースも少なくない［保護者自身の考えや自身の持つ課題］。こ

うした多様なニーズを抱える保護者に対しては、保護者自身の心理的・情緒的苦悩や課題を適切に見

極めながら、支援者が丁寧な相談援助を進めていくことで［受容的配慮の継続と個別化した対応］、

子どもや保護者にとって、センターが安心できる場となること［安心できる場としての機能］が期待

される（図中の矢印の関係性を参照）。

　特に、乳幼児期段階に当たる子どもを養育する保護者は、子どもの些細な行動を気にかけ過ぎたり、

わが子に障害があるのではないかなど、必要以上に不安感を募らせたりすることも少なくない。表 3

に示した「まだ小さいので、そのうちこういうところに来れば、他の（健常な）子と同じになるんだ
と思っていらっしゃる方も多くいらっしゃいます。だけどここは魔法を使うところでもないので、こ
こに通ったからといって健常児になることはないということは、まずお話させてもらっています。」

（M）の語りにあるように、何らかの障害が認定された子どもであっても、不安と期待を抱きながら、

センターを利用している保護者も少なくない。こうした保護者に対する相談援助的な関わりは、家庭

における子どもの養育にも大きな影響を及ぼすことが指摘されている（星山他、2005：松永、2018）。

　また、「やはり、障害の認知というよりも、どう対応していけばいいのか分からないということが
多い。そのため、私（施設長）や担任がその都度、保護者の話を聞いたりなど、こまめに対応してい
る。あとは勉強会を実施している。」（P）などの語りにあるように、健常児を含め、家庭の中で子ど

もにどのように接してよいか分からないと思い悩んでいる保護者も少なくない。さらに、子どもに対

する対応の仕方がよく分からないことなどから、虐待や不適切な対応に結びついてしまうケースも散

見されている（中田、2009：杉山、2007）。

　家族支援において、センター職員が心掛けるべき指針としては、「すごく悩まれてお話をされる方
もいるんですけれども、でも確実にここに来ることで、いろんな刺激を受けたり療育を受けたりする
ことで成長しているんですよね。少しずつ。それをよくお話をして、ほんとにこれだけ成長している
し、ペースはゆっくりですけれども、少しずつできることが増えているんだよねという話をしていま
す。」（M）の語りにあるように、様々な背景を持つ家族、特に家庭での養育を中心的に担っている母

親の気持ちに丁寧に寄り添いながら、子どもの良いところを見出し、発達を促していく姿勢を共有す

ることが重要と考えられた。

　同様に、「ただでさえここに来るのはすごく嫌だと思うんですよね。頑張って来ているというだけ
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でも、子どもに向き合おうとしているお母さんたちなので。そこを受け止めつつも、何に困っている
かをお聞きして、そこの部分で何らかのことをお渡しできたらと思っているんですね。」（K）という
語りや、「心配なことや不安なことをひとまず受け止めていくことが大切。その中で、子どもの発達、
今やれること、これからやれそうなことが何かを一緒に共有していく姿勢が大切。」（B）などの語り

に見られるように、現行のセンター職員は、個々の保護者の悩みに寄り添いながら、ソーシャルワー

クの視点に立った相談援助的な関わりを日々実践していることが伺えた。センターの職員が保護者の

悩みに気軽に応じて、その悩みを少しでも軽減していくことで、センターが“子どもも親も共に安心

して通える場”となることは、家庭における子どもの養育にも好影響を及ぼしていくと考えられる（藤

井・小林、2004）。障害のある子ども本人の発達を側面的に支えていく意味でも、こうした“家族支援

の充実”は欠かせない内容と考えられた。

3 ．子どもの発達支援につながる関係機関との連携

　【子どもや保護者の支援につながる地域連携の推進】の上位カテゴリーは、地域の他機関等との連

携を深めることで、本人の発達や家族への支援を側面的にバックアップすることにつながる内容と

なっている。図 1 の中央部から右側上部（点線（楕円）で囲んだ部分）に示すように、児童発達支援

センターが、小学校等への移行支援（縦軸の連携）や幼稚園・保育所等との連携（横軸の連携）を深

めることは、保護者の側面的な支援［保護者を側面的に支える］につながり、幼稚園や保育所、他の

事業所等と連携を深めたり［情報交換を含む密な連携］、障害のある子どもの理解啓発活動を行った

りする［地域における権利擁護活動の推進］と共に、行政と連携しながら、センターの専門性を生か

した連携や支援を進める［地域における専門性を生かした連携］ことで、望ましい地域連携が構築さ

れていくことを示している（図中の矢印の関係性を参照）。

　特に、図 1 の左側半分と中央部との関係図に示すように、子どもの発達支援（図の左側上部）と家

族支援（図の左側下部）、関係機関との連携（中央部及び右側上部）は相互にリンクしており、特に

中央部に示した［情報交換を含む密な連携］と［保護者を側面的に支える］の 2 つのカテゴリーと深

く結びついている。地域の幼稚園・保育所、小学校等との連携を深め、センターの存在意義や、在住

地域への理解啓発活動を進めていくことが、保護者の側面的な支援へとつながり、ひいては子ども本

人に対する家庭での養育に好影響を与えていくことを示す結果でもある。このように、地域連携の充

実に関しては、児童発達支援事業のガイドライン（厚生労働省、2017）にも記されているように、今

後、センターが取り組むべき重要な課題の一つと考えられた。

　また、表 4 の「日頃から情報を交換していって、顔の見える関係を作っていくのが一つの工夫かな
と思う。やっぱりいざというときに、集まっていただくような下地を作っていくことが大切だろう。
声掛けをすれば皆さん比較的集まってくれる。」（G）という語りや、「幼稚園・保育園さんは保育所
等訪問支援が始まった段階で、とにかく最初は敷居が高くて、入れてもらえなかったり、何か自分た
ちのやっていることに文句をつけに来るんじゃないかという恐れもたぶんあって、最初は拒否される
ところもあった。（中略）私たちで何かできることはないですかというスタンスで入るので、園長先
生たちの話し合いに参加したり、直接、幼稚園さんや保育園さんに行ったり、 2 年くらいたって、い
ろいろ行けようになって、今、市内の 9 割程度は対応できている。怪訝な顔をされるところもあるが、
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拒否されることはなくなった。」（K）などの語りにあるように、今後は「保育所等訪問支援事業」等

を活用して、センターの職員が幼稚園・保育所等の地域の関係機関に直接出向き、療育等の相談に応

じる機会が増えていくことが予想される（大歳、2016）。そのためにも、日頃から地域の幼稚園・保

育所、小学校や特別支援学校などの関係機関と、子どもの情報交換を含めた密な連携を取っていくこ

とが大切になると考える。

　同様に、親の育て方が悪いなどの見方が多く、今でも親の育て方や対応に関する世間の冷たい目が
ある。親御さんたちは自然に追い詰められていきやすい。そこをそうじゃないんだということを伝え
ていくことが大切。」（A）など、地域社会に対して、障害のある子どもや保護者に対する正しい認識

（ゆっくり発達していく子ども達であり、保護者の育て方の問題ではないことなど）を伝えていく理

解啓発活動なども、センターの担うべき重要な役割の一つである。さらに、「保育園のニーズも増え
てきた。つながっている幼稚園・保育園も増えて、子どもの支援の他に気になる子どもがいるので見
に来て欲しいという要望も増えている。こういう関わり方をすることで、環境を整えることで、この
子には、こんなことが必要だよということを、身近な地域の中で助言することができるようになった
ことでセンターの必要性が出てきていると感じている。」（D）など、アウトリーチ型の支援を充実さ

せていくことは、近年、保育所等との併行通園を希望する児童が増えている状況において、今後の児

童発達支援センターの中心的な役割として位置づくものと考える。

4 ．センターが目指すべき今後の役割と方向性

　【地域で求められるセンターの役割と方向性】の上位カテゴリーは、図 1 の右側下部に示すように、

センターに求められる役割や今後のセンターの方向性に関連する内容となっている。障害のある子ど

もが在住する身近な地域の中で、適切な療育を受けられる機会を確保し［身近な地域で障害のある子

を支える］、地域に点在する児童発達支援事業所をバックアップしていくこと［地域の児童発達を側

面的に支援する］、さらに、センターの持つ機能の一つである専門性を活用し［地域における専門性

の活用］、地域の児童発達支援の中核機関としての機能を強化すること［地域の中核機関としての役

割への期待］が、今後のセンターが目指すべき役割や方向性であることを示している（図中の矢印の

関係性を参照）。

　表 5 に示すように、［地域の中核機関としての役割への期待］のカテゴリーの＜地域に根差した新

しい事業の創設＞の焦点的コードには、「センターとして「無いサービスを作っていく」ことが大事
だと思う。それがセンターの役割だろう。地域のニーズに合わせたサービス作りを立ち上げていくこ
ともセンターの役割だと思う。なかなか行政の方からそうしたサービスを作ることは難しいので、逆
にこういうニーズがあるからお願いをしたいという要望を市町村の特性に合わせて発信していく、
作っていくこともセンターの役割の一つだと考える。案外こうしたことの話をすることで上手くいく
ケースが多い。こうしたことを通して、行政側が何か要望などはありませんか…など、こちら側のニー
ズを聞いてくれることが出てきている。」（E）などの語りが示されていた。こうした意見に代表され

るように、センターと行政とが協働して、地域の児童発達支援で足りない事業等を模索していくこと

が重要と考えられる。また、「地域を取り込んだインクルーシブ的な役割を果たしていく。外国籍の
子どももいれば、そうした家族にはこのように対応していくといいなど。障害のある子どもがいれば、
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ここで見てもらいましょうなど。そういう子どもに応じた対応が地域の中で作っていけるとよい。」（I）
の語りにあるように、地域の中で多様化が進む家族の支援に向けて、センターが中核的な機関として

機能していくことへの期待感が多くの協力者から語られていた。

　同様に、「児童発達支援事業所や放課後等デイサービスが沢山あるが、そうした機関の質を標準化
する（質を上げていく）こと。企業が参画したりなど、質がバラバラな現状がある。行政としては指
定は行うが、質の担保までは行政には行えないので、質の向上をセンターに担って欲しいという希望
がある。事業所が困っていることなどを研修会などを行って、事業所や放デイの後方支援を目的とし
て、巡回訪問を行っていく役割を担う形となる（ガイドラインに沿って行っているかなど）。」（C）
という語りや「地域の児童発達支援事業所を取りまとめていく役割は担うべきであろう。それと合わ
せて、各機関が人材育成などのニーズが共通して持っているのであれば、関連する研修を企画してい
くなども必要となるだろう。」（B）などの語りにあるように、地域の児童発達支援事業所職員に対す

る研修会を実施するなどして、地域の児童発達支援事業をバックアップしていくことは、その地域全

体の療育の質を向上させていくことにつながっていく。

　また、「当センターは何するところ」と言われる。認知度がまだまだだと思うので、広報をしてい
くことも大切だろう。ここの役割も、今、担っていることを拡張していくことも求められているのか
と思う。特に教育との連携に課題があると思っている。そういう役割を担っているのではないか。」（G）
などの語りにあるように、センターと幼稚園・保育所等を併用している子ども達の側面的な支援に向

けて、センターの役割や存在意義を関係機関に的確に伝えていくことなども、重要な役割の一つと考

えられた。

　その他、センターに求められる役割や今後の方向性に関して、協力者からはそれぞれ多様な語りが

認められた。特にセンターの役割に関しては、自治体が期待する地域での役割について「共通認識は

持ててはいるが、それらを全て一つのセンターで対応するのは、人員的な問題などから実質的に難し

い」という意見が多数を占めていた。また、国を含めた行政に対して、①質の高い療育を展開するた

めの職員確保に向けた財政的な援助、②煩雑化している事務処理等のスリム化、③児童発達支援セン

ター同士の広域ネットワークの構築に向けたサポートなどの実利的な要望が多数語られていた。特に

③の広域圏にあるセンターのネットワークの構築に関しては、2020年初春から続いているコロナ禍の

対応に際して、「安全面に配慮して運用するのは良いけれど、行政に聞いても安全対策をどのように
取ればよいか分からず、同じような立場にある他地域のセンターなどと情報交換ができれば、当セン
ターでも、より安全に、適切に対処できたのではないかと思う…」（O）などの語りが認められた。

今回のコロナ禍の事象は特異的なものと考えられるが、こうした有事の際に、地域の療育を中心的に

担うセンターとして適切に対応していく意味でも、より広域圏にある児童発達支援センター同士が、

圏域や種別（福祉型・医療型／単独型・多機能型等）を超えて相互に連携・協力し合い、有機的なネッ

トワークを構築していくことが、より強く求められていくだろう。

Ⅴ．おわりに

　今回のインタビュー調査からは、乳幼児期の障害のある子どもを育てる保護者、特に母親の気持ち
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に丁寧に寄り添いながら“家族全体を支えていく”という、ソーシャルワーク的な対応が重要であると

考えられた。近年、発達障害などの特別なニーズを持つ子どもが漸増傾向にあることが報告されてい

る。しかしながら、発達の早期の段階で、こうした子どもや保護者の相談に応じることのできる機関

は、地域の保健センターや保健福祉部局など、一部の機関に限られている現状がある。地域の中で、

障害のある子どもや家族を支えていくための「早期相談システム」を構築していくことは、児童発達

支援の領域における喫緊の課題の一つと考えられる。

　同様に、地域に在住する障害のある全ての子ども達が、誰一人、欠けることなく、適切な場で適切

な療育を受けられるよう、行政機関が主導を取りながら、広域圏にある児童発達支援センターと協働

し、情報交換を含めた有機的なネットワークを構築していくことが必要と考えられた。

　最後に、本研究の限界について触れておきたい。本研究では、可能な限り地域や種別が異なる児童

発達支援センターの関係者へのインタビュー調査を実施してきた。しかしながら、地域や種別、経営

主体の相違などにより、協力者の意見にも若干の相違が認められた。また、量的にも質的にも多様化

している児童発達支援センターの現況を考えると、本調査の結果が、全国の児童発達支援センター全

ての意見を集約したものではないことにも留意すべきである。

　他方、多くの調査協力者の語りからは、現在のセンターが抱える共通する課題や利点、センターが

目指すべき今後の役割や方向性の一端を示すことができたと考える。

　今後は、本調査で明らかになった内容を精査すると共に、行政が関与する地域の自立支援協議会や

その下部組織（「障害者（児）サービス部会」、「医療的ケア児支援連携部会」等）の運用などに生か

していくことで、地域における早期療育がより充実したものになっていくと考える。
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Abstract

　This study focuses on the current state of the Child Development Support Center, a core 

institution for community care. It qualitatively examines the challenges and functions that it has in 

common, and its future role. 

　I conducted an interview survey of 16 individuals who work in Child Development Support 

Centers nationwide. Extracting common themes from the major narratives, I summarized the final 

data in a conceptual diagram. As a result, 35 focused codes and 15 (conceptual) categories were 

generated, along with 4 higher categories: (1) need for support through continuous child care; (2) 

enhanced family support centered on mothers; (3) promotion of regional cooperation that helps 

support children and parents; (4) the role and direction of the center required in the region.

　A qualitative examination of each upper category led to the following suggestions: (1) supporters 

need to help children and their families with disabilities from a social work perspective; (2) a 

consultation support system must be built from an early stage for parents with diverse needs; and 

(3) a network should be established among Child Development Support Centers over a wide area. 

In the future, these results must be further examined and incorporated in the local organizations 

in which the government is involved.

Keywords： Child Development Support Center, Infants with Disabilities, Developmental Support, 

Family Support, Qualitative Survey
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